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2025 年 6 月 30 日 

各      位 

会 社 名 : 神 東 塗 料 株 式 会 社 

代表者名 : 代表取締役 社長執行役員 小坂伊知郎 

（コード番号 4615・東証スタンダード） 

問合せ先 : 総務人事室部長  治田 久志 

(TEL ０６－６４２６－３３５５)  

 

支配株主等に関する事項について 

当社の親会社である大日本塗料株式会社について、支配株主等に関する事項を、下記のとおりお知らせい

たします。 

記 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

（2025 年 6 月 30 日現在） 

名称 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場されている 

金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

大日本塗料株式会社 親会社 50.10 － 50.10 
株式会社東京証券取引所 

プライム市場 

 

２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

(1) 親会社との資本関係 

2025 年 3 月 11 日付「大日本塗料株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、そ

の他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」及び同年 3 月 18 日付「第三者

割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ」で公表しましたとおり、大日本塗料株式会社に

よる当社の普通株式に対する公開買付け及び当社が同社を割付予定先とした第三者割当の方法による

募集株式の発行が実施された結果、同社の当社に対する議決権所有割合は 50.10%となり、同社は、当

社の親会社及び主要株主である筆頭株主となっております。 

(2) 親会社との人的関係 

2025 年 6 月 30 日に開催した当社の株主総会にて、大日本塗料株式会社の取締役が当社の取締役に、同

社の執行役員が当社の監査役に選任されております。なお、2025 年 6 月 30 日時点で、大日本塗料株式

会社から、出向者を受け入れておりません。 

（役員の兼務状況）                                                      (2025 年 6 月 30 日現在) 

役職 氏名 親会社等又はそのグループ企業での役職 就任理由 

非常勤取締役 永野 達彦 
大日本塗料株式会社 

取締役 常務執行役員 

金融機関、親会社での経営戦略に

関するノウハウを活かすため 
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非常勤監査役 三浦 史郎 
大日本塗料株式会社 

執行役員 

金融機関、親会社での財務・会計

に関するノウハウを活かすため 

 （注）当社の取締役 6 名、監査役 4 名のうち、親会社との兼任役員は当該 2 名である。 

 

(3) 親会社等やそのグループ会社との取引関係 

当社は、親会社との間で製品売買等の取引を実施しており、その取引条件は親会社となる以前に決定

した取引価格によって行われております。その取引価格は、当社独自に把握した市場価格、当社の原

価等を勘案し、価格交渉のうえ決定しております。当社取締役会はこのような取引を把握し、当社の

利益を害するものではないと判断しております。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

記載すべき重要な事項はありません。 

 

４．親会社およびその子会社と取引等を行う際における少数株主の保護の方策 

当社が大日本塗料株式会社の連結子会社となった事に伴い、2025 年 5 月 29 日開催の当社取締役会にお

いて、大日本塗料株式会社およびそのグループ会社と当社少数株主の間に利益相反が生じる可能性があ

る重要な取引・行為について、少数株主保護の観点から審議・検討を行うための取締役会の任意の諮問

機関として、社外取締役及び社外監査役で構成される「独立役員委員会」を設置しました。また、当該

委員会の運用のための規則である、独立役員委員会規定を制定することを決議し、当該規定において、

社外取締役及び社外監査役の独立性に関して、会社法及び東京証券取引所の定める独立性に関する要件

を満たすことに加え、以下に定める判断基準に従い、大日本塗料およびそのグループ会社から独立して

いるかについて審議・検討することを明確にしました。 

(1) 当社の親会社又は兄弟会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

(2) 当社の親会社又は兄弟会社の主要な取引先又はその業務執行者 

(3) 過去３年間において、前記(1)～(2)のいずれかに該当していた者 

(4) 前記(1)～(3)までに該当する者の二親等以内の親族 

(5) 前記(1)(2)における「主要な」取引先の該当性については、当社の親会社又は兄弟会社の意思決定

に実質的な影響を与えることができるかという点を考慮して、総合的に判断する 

 

 

以  上 

 


